
２０２２年１０月１７日 

お客様 各位 

両備信用組合 

 

当座勘定規定の改定のお知らせ 

 

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。 

 

 さて、全国銀行協会では、２０２２年１１月４日（金）より電子交換所による交換決済の

開始を決定しました。（電子交換所による交換決済開始により、全国各地に設置されており

ます手形交換所は全て廃止となり、原則すべての手形・小切手が電子交換所での取扱いとな

ります。） 

 これに伴い、当組合は、２０２２年１１月４日（金）より、下記の通り当座勘定規定を改

定いたします。改定の内容は、印鑑・署名・用紙等の照合をイメージファイル（電磁的記録）

で可能とする内容のほか、現行の運用上行われている取扱いを電子交換所への移行を機に

規定化するものです。 

 なお、改定日以前にご契約いただいたお客様にも、改定後の規定が適用されますので、ご

了承いただけますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．改定日 ２０２２年１１月４日（金） 

 

２．主な改定の内容 

条  項 内  容 

手形、小切手の支払 現行、運用されている取扱いを明確にするため規定に

追加 

手形、小切手用紙 電子交換所規則に則り、当座勘定から支払した手形、

小切手の３か月後の取扱いを追加 

印鑑照合等 電子交換所からダウンロードする画像により印鑑（署

名鑑）照合および用紙確認を行うことを追加 

個人信用情報センターへの登録 全国銀行個人信用情報センターにおける不渡情報照

会の取扱廃止に伴い個人信用情報センターへ登録条

項を削除 

詳細については以下の新旧対照表をご参照下さい。 

 






